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情報通信審議会 情報通信政策部会 

デジタル・コンテンツの流通の促進等に関する検討委員会 第３６回 議事録 

 

１ 日時：平成２０年４月２５日（金）１６：４０～１８：００ 

２ 場所：東海大学校友会館 望星の間 

３ 出席者（敬称略） 

（１）委員（専門委員含む）  

村井 純（主査）、浅野 睦八、池田 朋之、石橋 庸敏、岩浪 剛太、植井 理行、大山 

永昭、華頂 尚隆、河村真紀子、岸上 順一、佐藤 信彦、椎名 和夫、菅原 瑞夫、関 

祥行、高橋 伸子、田胡 修一、田村 和人、土井美和子、中島不二雄、長田 三紀、生

野 秀年、堀 義貴、福田 俊男                   （以上２３名） 

（２）オブザーバー 

岡村 宇之（日本映像事業協同組合）、川瀬 真（文化庁）、吉川 治宏（三井物産株式会

社）、近藤 耕司（全国地域映像団体協議会）、寺島 髙幸（テレコムスタッフ株式会社）、

中村 秀治（株式会社三菱総合研究所）、堀川 健二（株式会社アート５）、村本 道廣（全

国地域映像団体協議会）、元橋 圭哉（日本放送協会）、安江 憲介（サイエント ジャパン

株式会社）山崎 博司（日本音楽事業者協会） 

（３）事務局 

小笠原情報通信政策局コンテンツ振興課長 

（４）総務省 

小笠原情報通信政策局長、中田政策統括官、松井官房審議官、吉田地上放送課長、藤島地

域放送課長 

 

【村井主査】 ただいまから情報通信審議会「デジタル・コンテンツの流通の促進等に関する検

討委員会」第３６回会合を開催いたします。委員の皆様、お忙しいところをお集まりくださ

いまして、まことにありがとうございました。 

なお、本日ご欠席の委員並びにご出席いただいているオブザーバーの方々は、席上に配付

されている資料に記載しておりますので、ご参照ください。 

本日は、取引市場ワーキングにおける検討状況についてのご報告をいただいて、議論を行

うことが議題でございます。 

まず、番組製作事業者の方々にオブザーバーとしてご出席いただいておりますので、番組

製作事業者の方々が自ら取り組んでらっしゃる取引市場データベースに関して、権利者の

方々から、権利情報データベースに関する取組についてご紹介いただき、本日は、取引市場
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ワーキングの主査を務めていただいている中村委員がご欠席のため、事務局よりワーキング

の検討状況についてのご報告をいただきます。 

それでは事務局より資料の確認をお願いいたします。 

【小笠原コンテンツ振興課長】 それでは、資料１でございますが、「地域からの映像一揆」とい

うことで、全国地域映像団体協議会のご説明資料。次に、資料２が、「Ｖ／Ｍａｒｔ 映像コ

ンテンツ取引市場事業概要」、日本映像事業協同組合さんの資料でございます。資料３は、「情

報共有の取組について」椎名委員の資料でございます。それから、資料４が、中村委員作成

の資料、「取引市場形成についての取りまとめに向けて」ということですが、本日中村委員ご

欠席でございますので、事務局からご報告させていただきます。それから、資料５といたし

まして、前回の委員会で設置のご指示がありましたフォローアップワーキングの名簿をつけ

ております。以上、資料１から５まででございます。 

【村井主査】 ありがとうございました。それでは、前回の委員会で設置することにいたしまし

たワーキンググループについて、事務局から簡単にご報告をお願いいたします。 

【小笠原コンテンツ振興課長】 資料５に基づきましてご説明させていただきます。 

前回の委員会におきまして、村井主査からご指示のありました、第４次答申において提言

されていました様々な事項、それから、答申に共通認識と記載されておりました事項につい

て、フォローアップを行っていく。そこで委員の皆様方の共通の認識とか、あるいはその周

辺状況とか、そういったことについての情報と理解の共有化を図っていく。それについて、

村井主査より中村委員に取りまとめのご依頼がありまして、村井主査、中村委員、それから、

私ども事務局で相談させていただいた結果、フォローアップワーキングということで、名簿

の方々にお願いをすることといたしました旨、ご報告いたします。 

こちらに委員のお名前を記載させていただいておりますが、ワーキングには、この委員か

らご指名の方々にご出席いただいてご議論いただくことになります。議論につきましては、

一昨日から着手させていただいております。簡単ですが、以上でございます。 

【村井主査】 ありがとうございます。フォローアップワーキングに関する質疑は最後に一括し

て行わせていただきますので、引き続き番組製作者の方々からの報告に移ります。 

まず、全国地域映像団体協議会会長の近藤様から、取引市場データベースに関してのご報

告をお願いいたします。 

【近藤オブザーバー】 全映協の近藤と申します。初めに全映協について簡単にご紹介をさせて

いただきたいと思います。全映協というのは、正式には、全国地域映像団体協議会と申しま

して、全国に、北海道から沖縄まで、映像関係の団体が集まっておりまして、全国１０地域

から成り立っております協議会でございます。構成メンバーは、任意団体を中心に社団法人

があったり、事業協同組合があったりということで、全国地域の問題を一地域だけでは解決
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できないような問題を協議していこうということで、１９９７年に設立いたしまして、今年

で１１年になる協議会でございます。 

今回ご紹介をさせていただきますのは、大きく分けると２つございます。かなり以前から

いろいろ実験を重ねてまいりました映像素材の流通と、これも昨年１０月ぐらいから営業開

始しているインターネット上の流通、この辺に関しては後ほど、私どもの専務理事の村本の

ほうから紹介をさせていただきます。 

まず、「地域からの映像一揆」ということについて、お手元の資料に沿って、かいつまんで

ご紹介をさせていただきたいと思います。 

「地域からの映像一揆」と、少し物騒なタイトルですけれども、暴力的な革命とかという

わけではなく、今までのしがらみや先入観をいったんリセットしまして、映像業界そのもの

のイノベーションを図ろうと。まず自分たちの意識の改革をしていこうというところから、

「映像一揆」ということを銘打ってスタートしてまいりました。 

結論から言いますと、全国地域の映像プロダクションが独自のネットワークによるメディ

アを作りまして、コンテンツを配信しながら、地場の産業や文化の活性化、さらにはコンテ

ンツ産業の市場規模拡大に貢献するためにどうしたらいいかというところからスタートして

おります。 

表紙のところに、「COOL  JAPANからPURE  JAPANへ」というふうに書いておりますが、

「ピュアジャパンコンテンツネットワーク構想」とサブタイトルをつけておりまして、今ま

で「COOL  JAPAN」ということで、かっこいい日本を、アニメーションとかいろいろかっ

こいい日本を世界へ売り込んでいこうということなんですが、「PURE  JAPAN」というのは、

もう少し文化の香りがするといいますか、地域に根差した本来の日本の姿も含めたものをコ

ンテンツといたしまして、世界に発信できればいいなと、そういう思いからつけております。 

地域の映像プロダクションというのはかなり、よくこういう業界で言われているんですけ

れども、「士農工商・プロダクション」と言われて、かなり低い立場、苦しい立場で仕事をし

ております。何とかしてそういう立場を改善していこうということで、今いろいろ策を練っ

ております。ということで、この２ページ目の「ピュアジャパンコンテンツが目指すもの」

というところで、まずどういうことを目指していこうかということなんですが、地域発の映

像コンテンツで、地域の産業文化を活性化し、広く日本そして日本人そのものを元気にして

いこうということですね。地方局を含む地域のコンテンツといいますと、これは統計をとり

ますと、テレビ番組等を含めて、ドラマ等などは１％ぐらいしかつくっていないんですね。

エンターテイメント系も全体の５％以下なんです。ということは、ピュアジャパンコンテン

ツというものは、そういうたぐいのものではなくて、日本の自然とか観光、産業、生活、そ

ういうたぐいのジャンルのもの、そういうものをアーカイブして、流通をさせていきたい。
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それを地域の物産とか産業、観光、そういうものと結びつけまして、新しいビジネスモデル

をつくっていけないかというところからスタートしております。 

３ページ目でございますが、地域にはあらゆる文化、産業、それから、自然、その他、コ

ンテンツの宝庫がございまして、それをデータベースとしてアーカイブしまして、流通させ

ていくのでありますが、私どもも地域のコンテンツをいま一度見直してみまして、そのデー

タベース化して、いろいろ実証実験をしていこうという計画がございます。後ほどまた説明

させていただきますが、地域の映像の素材ですね。素材については、今、実際にそれをデー

タベース化して、インターネット上で流通・販売させるという仕組みも今つくっております。

それに合わせて、次はコンテンツそのものを流通させていくという計画でございます。 

日本のあらゆるジャンルの、ものづくりや、自然や、農業的なもの、文化であったり、そ

ういういろんなものをピュアジャパンコンテンツサイトへ取り込みまして、それを縦軸、横

軸含めて、新しいビジネスモデルができないかということを検討しておるわけでございます。 

今、サーバーで実験をしようとしているんですが、これはＰ２Ｐのネットワークを使おう

ということで、今検討しております。 

資料の８ページの図をごらんになっていただければと思うんですが、これが「ピュアジャ

パンコンテンツサイト」のイメージなんですが、まずデータベースのサイトがございまして、

先ほど申し上げました日本のあらゆる出来事の映像をデータベース化してまいります。それ

を新しいビジネスサイトとしまして、それを縦軸とか横軸に組み合わせて、ビジネスモデル、

コンテンツの新しいビジネスモデルをつくっていこうと。これは例えばテレビのような時間

軸では編制できないようなものになろうかと思うんですね。その次のページに日本地図がご

ざいますが、Ｐ２Ｐのサーバーを全国、１０地域あるものですから、そこを全国に配置しま

して、Ｐ２Ｐの高速の回線を縦横無尽に使って、ハイビジョンの映像もネットで送れるよう

な仕組みを作りまして、その次のページにございますが、たとえ超ニッチな映像でも、全国

１００カ所集めれば、かなりおもしろいコンテンツになるのではないかということで、実験

をしていきたいと思っております。 

例えば１０ページなどは自然や観光に関してのコンテンツ。１１ページは、例えばものづ

くりとか全国の匠の技ですとか、いろいろ中小企業の新しい製品とかそういうたぐいのもの

も全国から集めれば、かなりのコンテンツになるということでございます。 

これもキラーコンテンツによって、１２ページなんですが、ＣＭ等を挟むことによって、

新しい広告もこのあたりで、今までのテレビで言う視聴率にかわる視聴質ですとか感動率と

かそういうところも測定しながら展開ができればと、そんなふうに考えております。 

ということで、全体の構造的にはピュアジャパンコンテンツという、そういう発想をもと

に、全国のプロダクションが力をあわせて、今、データベースをつくって、流通させながら、
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新しいビジネスモデルに向けて展開をして地域のプロダクションの「新しい飯の種」をつく

っていこうと、そんなふうに考えております。 

それでは、既に始まっております映像素材についての流通について、私どもの専務より報

告させていただきます。 

【村本オブザーバー】 全映協の専務をしています村本と申します。よろしくお願いいたします。 

母体は金沢映像プロダクション協会というところで、石川県から来ました。今日はお手元

の「全国津々浦々の映像素材を即ゲット」という資料をもとに説明をさせていただきます。 

今、近藤会長のほうから、ピュアジャパン構想ということで紹介をしていただきましたけ

れども、実は全映協において、映像素材をという事業、今始まったところではなく、実は平

成１１年に全映協のメンバー各社で実験を行っていました。そのときの発想も、全映協のメ

ンバー、全国から東京に集まってきたときにいつも言われるんですけれども、ローカルには

コンテンツがない、番組がないですからねということで、集まってきた人は東京へ来ると、

キー局の、石川県でも実際にキー局の番組が８割、９割が流れていて、それぞれの地域で皆

さんやっぱり東京の番組を見ていると。ローカルオリジナルの番組が１割、２割しかないと

いうことで、キー局の番組を見ていますよねということであったんですけれども、でも、民

放１２７局の中で、キー局というのは５局であって、残りの１２２の局の人が皆、ローカル

で番組をつくっていて、１割、２割をつくっている。それを掛け算すると、５局でつくって

いるキー局の絶対量とすれば、実は４～５倍の番組をつくっていたということになるわけな

んです。全映協で集まって地域の皆さんの横の話をし始めたときに、日本の純粋な、先ほど

近藤会長のほうから説明がありましたように、バラエティやドラマなどのエンタメ系の番組

ではない、日本の地域の純粋な映像がキー局の４～５倍も多く毎日放送しているというふう

なところで、その素材が一回きりの番組のオンエアで眠っているというところで、それを何

とか流通できないかなというところが取っかかりでした。 

そういうテーマを掲げて、平成１１年に経済産業省の事業で、実証実験をしております。

そのときにはまだインターネットの環境もそんなに進んでいなかったので、サンプルの映像

を見て、実際にその絵が欲しいというときには、タイムコードで探した分を事務局に送って、

そこでテープにして送ってもらうという作業をする予定だったんですけれども、ランニング

の費用を考えると、そのときのインターネットの環境等々があって、非常に高額な費用がか

かるというところで、いったんそこでポシャりました。ですが、その素材を何とか流通させ

たいという思いはずっとありまして、全国一斉に事業をするとなかなか難しいということで、

石川県と金沢映像プロダクション協会から事業をしようということで、石川県映像事業協同

組合を平成１７年に設立して、また経産省の補助事業として実証実験をし、それから、事業

化に向けてということで、昨年まででプログラムを実用段階に耐えるようなプログラムにす
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るということで、事業を去年の１０月から開始しています。 

現在、全映協の加盟の約３００社ある中で、今、１００社からの内諾はもらっているんで

すけれども、実際に映像登録をしていただいている会社、７５社から登録をしていただいて、

今、約５,０００カットの素材がサーバーの中にあります。実際に、じゃあ、５,０００カッ

トで商売できるかというと、なかなかできるものではありません。なおかつ、ハイビジョン

の３０秒の映像でも普通のプロダクションに接続してあるインターネットの環境では５分ぐ

らいでダウンロードできるというところまで、今来ていますけれども、素材が少ないという

部分はあるんですけれども、まだ十分な告知がされていないところがあるんですけれども、

それ以前に、各ローカルのプロダクションには、自分のところの素材をまだ整理していない

というふうなところがあって、なかなかすぐサーバーに登録するというのも限界なのかなと

いうところであります。 

しかしながら、問い合わせはたくさんあって、函館の絵はないかとか、下呂温泉の絵はな

いかとか、それから、料理番組をつくっているので、ノドムロの漁をしているときの絵はな

いかという問い合わせは今いろいろ来ています。それも本来ならばメールで来るはずなんで

すけれども、電話で来ています。それで、電話で対応しているんですけれども、各プロダク

ションにメーリングリストで一斉に送るという作業をしていますけれども、それもやはり各

地域のプロダクションに連絡をしているという状況をしていながら、まだテープの素材とい

うのが、インターネット上ですべて各プロダクションからエンコードして、素材の倉庫に入

れると、それが欲しいという方にスッと流れるという仕組みまではできているんですけれど

も、プロダクションの啓蒙もまだできていないというところがあって、まだ電話で追っかけ

をしているような状況ですけれども、ようやく少し素材のほうも売れ出してきているという

ふうな状況です。 

今年、ピュアジャパン構想ということで、ハイビジョンの映像がそのままインターネット

上で見えるサイトを、全映協として立ち上げようとしていますので、そことうまく連動する

形で、全国のプロダクションに眠っている貴重な映像素材を流通させることを進めていきた

いと考えています。以上です。 

【村井主査】 ありがとうございました。引き続きまして、日本映像事業協同組合の岡村様から

ご説明をお願いいたします。 

【岡村オブザーバー】 日本映像事業協同組合の岡村です。 

まず日本映像事業協同組合についてご説明させていただきます。我々の組合は、１９９４

年に、テレビ番組製作会社を中心に、映像にかかわる企業の地位向上と経営基盤の安定を目

的に設立されました。テレビ番組に携わる業者が中心になっており、現在、全国で１７０社

ぐらいが所属しております。その中で、各社、かなりの数の映像コンテンツを、素材を含め
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て持っていますので、それを流通させるためにどうしたらいいかということを考え、このＶ

／Ｍａｒｔをご提案させていただきました。 

資料をご説明させていただきます。まずＶ／Ｍａｒｔの目的ですけれども、映像コンテン

ツの消費ニーズが多様化している中、我々番組製作会社が死蔵しているデジタル・コンテン

ツをいかに流通させるかというのを第一の目的としています。コンテンツ製作者がその放

送・配信方法を自ら自由に選択し、流通させることができる場があれば、もっと戦略的な番

組づくりや予算編成を行うことができると考えております。 

例えば昨今の映画業界では当たり前になったメディアミックス戦略、つまり、配信や上映

だけでなく、他メディアへの配信やＤＶＤ販売などによる収益を見込んだ予算編成ができれ

ば、これまで収益性が低いとされてきたドキュメンタリーなどが変わる可能性があると考え

ております。 

しかし、残念ながら、日本映像事業協同組合に加盟している組合員各社は中小の事業者が

多いため、そういった二次利用に関する法務的な問題を解消したり、また、流通に関する必

要な情報を持つ余裕がないのが現状ですので、我々が日本映像事業協同組合として組合員各

社のために動くためにこのＶ／Ｍａｒｔを設立することとなりました。 

それで、Ｖ／Ｍａｒｔですが、これはＶ／Ｍｅｔａというビジュアルメタデータをデータ

ベースに載せることによって稼動させることを予定しております。Ｖ／ＭｅｔａはＪ／Ｍｅ

ｔａに準拠し、映像コンテンツ取引に必要な体系を加え、策定することを想定しております。 

続きまして、データベースの活用ですけれども、コンテンツ製作者が手がけた作品につい

て、自ら著作権を持ち、データベースを運営管理し、Ｖ／Ｍａｒｔを活用し、ＤＶＤ販売、

ビデオオンデマンド配信等のビジネス展開を容易に可能とするシステムを構築します。そう

することで、コンテンツ製作者が自らの意思で、売りたいコンテンツを売りたいタイミング・

売りたい価格で販売できる環境を整えることを考えております。さらに目標として、コンテ

ンツ製作者が自らコンテンツを配信し、データベース情報の活用により、関連商品の販売等

につなげることを考えております。 

権利関係ですけれども、データベースには映像コンテンツの二次利用の権利処理が円滑に

進むよう、著作権、著作隣接権などの権利情報を明示化することを目標としております。 

Ｖ／Ｍａｒｔへの登録するコンテンツですが、放送済みテレビ番組、販売済み映像作品、

今後製作されるテレビ番組及び映像作品、それから、製作￥撮影過程で発生した映像素材を

登録することを考えております。 

続きまして、コンテンツルーツにかかるＶ／Ｍａｒｔのシステム図を記載してあります。

まず①として、コンテンツ製作者が映像をデータ化し、それをセンターサーバーに登録しま

す。メディア事業者がセンターサーバーのウェブ画面でコンテンツを検索・閲覧し、メディ
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ア事業者が必要とするコンテンツを入札します。センターサーバーからコンテンツ製作者に

入札情報を報告することによって、映像コンテンツの引き渡しが行われます。 

現段階では、サーバーの容量、また、インターネット回線の速度の問題がありますので、

実際、ＨＤが生データのままで送れるかどうかというのは、まだこれは実験をしてみないと、

はっきりしたことは言えないんですが、現段階では難しいと考えておりますので、実際には

テープでの引き渡しになるかと思います。近々にはそのあたりが整備され次第、データでの

受け渡しになるかと思います。 

最後に、システム構築のスケジュールですが、この表にありますようなことで動くことを

想定しております。ただ、現在、この構築のキックオフに向けて、実証実験を行っておりま

す。検証用の実例を収集するために組合が保有する既存のＳＱＬサーバーに実証実験用の簡

易モジュールを組み込む作業を行っております。夏頃からは何とか必要なデータを収集し、

Ｖ／Ｍｅｔａ策定への研究、また、権利関係の事例検証などを行ってまいります。 

以上でございます。 

【村井主査】 ありがとうございました。それでは、引き続きまして、テレコムスタッフの寺島

様に番組製作者のお立場からご発言をいただきます。 

【寺島オブザーバー】 今回のデジタル・コンテンツの取引市場の形成、データベースをどう構

築していくかというお話につきましては、私どもも含め、今ご報告があった２つの団体で、

３つのデータベース等がこれから実証実験に参加できるような形で、現在お話が進んでいる

状況と思っております。 

まず、私ども製作事業者が著作権を保有するコンテンツをデータベースに登録していくと

いうことが前提になっておりますが、プロダクションに著作権があるコンテンツは多くござ

いません。これは長い放送局と製作事業者との関係の中で、局が著作権を保有するという状

況が、相対契約の中で生まれてきておりまして、発注・受注の構造の中で、そういう形で押

し込められていたという捉え方もしていただいて構わないと思います。いわゆる製作協力と

いうクレジットの下で、著作権はすべて局に、素材等もすべて局に帰属するということが圧

倒的に多うございます。 

製作情報、権利情報があって初めてデータベースが構築でき、それが流通につながってい

くということですので、今後コンテンツの流通ということで、我々製作事業者がある種のと

ころを分担していくとすれば、ぜひ局と製作事業者との契約の中で、著作権に関することは

ぜひあらためて検討いただきたいと。 

今後のコンテンツの流通を進めるためには製作事業者の労働基盤の整備が第一の要件だと

思います。今のままでは、５年後、１０年後にテレビは誰が作るのだという、以前この委員

会で澤田さん（日本映像事業協同組合）がおっしゃっていたことは事実でございますので、
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これは製作事業者、放送事業者がパートナーシップを組む事業者同士として、ぜひお考えい

ただきたいと思います。これは既にフジテレビさんともある程度、非公式でお話が進んでお

りまして、いわゆる完パケ納品と言われる、プロダクションがすべてをつくって納品し、発

意と責任があると思われるものは、何とか製作著作をお渡しいただきたいと。 

それともう一つ、今後新たに作るコンテンツだけではなかなかネットを通じて、新しい環

境でコンテンツを提供することはできませんので、かつて作られたもので、放送１回、再放

送１回ぐらいで既に死蔵されている様々な価値のあるコンテンツはたくさんあります。その

ものに関しても、多くはプロダクションが製作情報、権利情報を持っていると。局の番組販

売に関わる方々もご努力はなさって、様々なデータベース、メタデータ等の構築はお急ぎに

なっていると思いますけれども、これは私どもがやったほうが絶対早うございますから、従

来の契約書に盛り込まれていた二次展開のある種の権利、いわゆる窓口権なるものをぜひプ

ロダクションに一度負託していただきたいと。これもフジテレビさんとはお話が進んでおり

ますので、ぜひ各局さんもその方向でいろいろ検討をいただければと思います。 

あと一つ、前回参加させていただいた委員会の中で、この流通に関して、制度的な見直し

は適正かということで、現在のこの委員会の流れでいいますと、あくまでもコンテンツの取

引に関しては民民でやる、制度的な導入は適当ではないのではないかという論になりかねな

い感じのところがあると思っていますが、それについて、コンテンツの取引というよりは話

が広くなりますけれども、一言。ＮＨＫのＢＳ波削減に関する検討委員会というものに、プ

ロダクションの代表、ＡＴＰの代表として出席させていただいた際、ＮＨＫはＢＳ波を何と

か２波残したい、１波は従来どおりのＮＨＫによる総合編成、もう１波は製作事業者がある

程度のコンテンツを流せるようなプラットフォームとして考えていきたいという提案がござ

いまして、私どもは諸手を挙げて賛意を表しました。もう一歩踏み込んで考えれば、ＮＨＫ

の受信料は、単にＮＨＫの番組を見るためだけの料金ではなく、公共料金として見れば、そ

の中で今後のコンテンツの産業の育成、公共放送にふさわしい豊かで多様な番組を生産して

いく基盤育成という形に受信料が使われるべきであると我々は解釈いたしました。 

そのことを翻って考えますと、民放さんが商業放送であることは十分理解するとして、先

般、電波（利用）料について様々な論議がありましたが、ご存じのように、視聴率というこ

とは、各放送局さんがメディア価値を上げるために、電波を高価値化するために頑張ってら

っしゃることということが当然あるわけで、そういう形で電波をお使いになっているならば、

国庫に納める電波料なるものを、何とか今後のコンテンツの育成、公共的な視点を持ったコ

ンテンツの育成という形にプールできるような制度ができないかと。我々製作事業者は非常

に不安定で脆弱な経営基盤の上にあってこの国のコンテンツ産業に参加していると。そうい

う意味でいえば、公共性という冠をつけた上で、商業放送である民放さんの電波料の中から、
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コンテンツ育成という形の公共的な資金等がプールできるような制度ができないかというこ

とをこの場を借りて申し上げたい。 

それから、もう一つ、テレビってこの頃見るものがないよと言われ続けており、多分大方

の方が同じような感じをお持ちだと思うんですね。今、非常に編成が偏っている中で、上が

ってきたコンテンツが今後の将来、１０年、２０年にわたるコンテンツ流通、国内及び世界

に配給できるようなコンテンツになるのかどうか、そこのところは、何とか民放さんも放送

文化、公共性という視点を持って、ぜひお考えいただければというふうに感じております。 

もう一点、最近、ネット権という言葉が随分ひとり歩きしております。これはなかなかネ

ットワークにコンテンツが流通しない、著作権者、隣接権者の許諾権が障害になっている、

というような論議の反動で出てきた案だと思います。私ども製作者としては、先ほども様々

な団体からの報告がありましたように、今後、ある程度の資金・組織力で、様々な実演家の

方々と真摯な話し合いの上で著作権を確保し、全部クリアにした上で、我々自身でもネット

に参加していきたい、コンテンツを発信していきたいと考えております。ネット権の今の提

案のように、放送事業者、映画製作事業者、レコード製作事業者という資力が大いにあって

組織がしっかりしているところのみに与えるということに関しますと、ずっと放送というも

のがあり、新しいネットというものが出てきて、その都度、新しい産業形態、新しいアーテ

ィスト、新しい作り手が生まれてきたこの歴史に逆行するだろうと思います。一部の、現在

の権益の代表者に新しいネット権なるものを与えるということは非常に心配だということぜ

ひこの場を借りてお話しできればと思いお時間いただきました。ありがとうございました。 

【村井主査】 どうもありがとうございました。それでは、椎名委員、ＣＰＲＡにおける権利者

データベースについて、ご報告お願いします。 

【椎名委員】 資料３をごらんください。権利処理の円滑化方策ということで、ＣＰＲＡにおけ

る情報共有の取組についてということで、簡単にＣＰＲＡで構想している部分のご説明をし

たいと思います。 

まず１枚めくっていただきまして、ＣＰＲＡにおいて、権利処理を委任している実演家の

権利というのは、これらの権利になります。大きく分けて、音楽と映像というふうに分かれ

るんですが、まず音楽ですね。ＣＤの二次利用に関する業務としては、放送二次使用料、そ

れから、放送用録音権使用料、それから、貸与使用料報酬、それから、私的録音補償金とい

うふうになっています。 

次に、映像ですね。放送番組にかかる実演ということで、その二次利用に関する映像業務

としては、国内におけるＢＳとかＣＳの放送。それから、国内における有線放送、海外にお

ける放送・有線放送、ビデオグラム化、送信可能化、ＩＰマルチキャスト、それから、私的

録画補償金と、そういうような形になっています。この音楽と映像を比べますと、音楽に関
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する業務のほぼ大半は、報酬請求権の業務でありますけれども、映像業務のかなりの部分が

許諾権業務であるということで、ここらにおいては、従来、非一任型で行ってきたこの部分

の処理を昨年の４月１日より、著作権等管理事業法に基づく一任型の業務へと変更してござ

います。 

次に、ＣＰＲＡにおいて、そうした権利処理の業務に使用されるデータベースについて、

ご説明したいと思います。 

まず大きく分けて３つマスタがございます。まず１番の権利者マスタですが、これは個人

マスタと組織・団体マスタに分かれています。まず個人マスタについては、ＣＰＲＡに権利

処理を委任する実演家に関するさまざまな情報、例えば受任する利用区分ですとか、分配先

でありますとか、その他個人情報を管理しているものです。 

それから、組織・団体マスタについては、ＣＰＲＡやＣＰＲＡ構成団体にかかわる芸能・

音楽事務所や権利団体等を管理するものでありまして、これらの２つのマスタがレイヤー構

造になっている構造になっています。 

それから、音楽作品マスタでありますけれども、これも同じようにレイヤー構造になって

おりまして、カタログマスタと楽曲マスタに分かれております。カタログマスタについては、

分配対象となった音楽ＣＤなどのパッケージとして発売された音楽カタログの情報を管理す

るものです。楽曲マスタにつきましては、分配対象となったカタログに収録された楽曲ごと

のアーティストや演奏家などの情報と分配情報等を管理するものです。これらもレイヤー構

造になっています。 

次に、最後に、映像作品マスタについてなんですが、これも同じように分配対象となった

放送番組に出演したアーティスト、俳優などの情報と、分配情報等を管理するものです。Ｃ

ＰＲＡにおいては、この３つのマスタ、データベースを組み合わせて、使用料などの徴収分

配を行っているということになります。 

それで、次のページなんですが、この検討委員会で話されている放送番組の処理という部

分で、映像実演の権利処理という部分の話ですが、映像実演に関する許諾権の処理というの

は、ＣＰＲＡだけが扱っている権利ではありません。掘さんのところの音事協さんも扱って

らっしゃいますし、自己管理をなさっているアーティストや事務所、そういうのもたくさん

ございます。そういう理由から二次利用が起きるときに、その許諾申請を出すときに、どこ

に出したらいいかということはわからないわけですよね。したがって、放送番組の権利処理

には必ず事前チェックというプロセスが介在します。利用者は二次利用したい番組等に出演

している実演家の委任先が、例えば音事協なのか、ＣＰＲＡなのか、あるいは個別に管理さ

れているのか等について、事前に権利者団体にチェックを依頼するわけですね。それが終わ

って、事前チェックで判明した委任先に対して、それぞれ許諾申請を行って、許諾を得て、
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利用を行って、使用料を支払うというふうな流れになります。 

この事前チェックにおける処理の効率化を図るために、ＣＰＲＡでは、ＣＰＲＡで管理し

ている権利者マスタのうち、映像の権利処理を委任する実演家のリストを利用者に公開する

ことによって、少しでも権利処理の作業に費やす時間を短縮するために役立ててもらうとい

うことを計画しています。 

それが次のページにある映像委任者公開システムということになります。すみません。次

のページの次のページになりますね。５というところです。これが委任者公開システムの実

演家検索画面なんですが、利用者は検索したい実演家の名前を、漢字、カナ、アルファベッ

トのいずれかで入力すると。また、複数の実演家をまとめて検索することも可能であると。

この下のほうの欄に８人まで入ります。また、利用したい番組の初回放映日がわかっている

場合などは、日付や期間を指定することも可能と。これによって、実演家が事務所を移籍し

た場合などでも、その対象とする時期の実演に関して、ＣＰＲＡに権利が委任されているか

どうかということを把握できるようになっています。 

その次のページですけれども、検索結果ということで、検索結果自体は消させていただい

ているんですが、検索結果はこのように画面上に表示されます。検索画面で入力した実演家

について、その所属事務所や所属実演家団体及び利用区分ごとのＣＰＲＡ委任状況や、また、

その委任の期間というようなものが表形式で表示されるようになっています。 

最後は、次のページなんですが、複数の実演家を一括して検索した場合の検索結果で、複

数の実演家が同時にこういうふうに表示されるようになっています。その検索画面では、先

ほども申しましたけれども、最大８名まで同時に検索できるというふうになっていまして、

その検査結果も同様に８名まで同時に表示されます。また検査結果はこうやって画面にも表

示できるんですが、テキストファイルとしてダウンロードすることも可能となっています。

今、テストの段階ですけれども、そのダウンロードしたファイルがそのまま許諾申請の申し

込み用紙として使えるみたいなことも考えています。 

以上がＣＰＲＡで考えているその情報共有の取組ということなんですけれども、もともと

これはＣＰＲＡと契約を結んでいただいた利用者の方々をユーザーとして想定したもので、

クローズドメンバーシップでこれを見ていくというふうな形になっているんですが、今後の

方向性としては、見せ方とかインターフェースというのはいろいろ拡張の余地があるという

ふうに思っています。今後このアイデアを広げまして、例えばＣＰＲＡ以外の各団体におけ

る事前チェックのプロセスも一元化するとかすれば、利用者が許諾申請を行うべき相手先を

ワンストップで閲覧できるというふうな仕組みが考えられると思います。 

また、権利者団体だけでなく、個別管理を含む委任情報も集約できれば、その権利処理の

効率は格段に向上するのではないかなというふうに思って考えているところです。以上です。 
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【村井主査】 どうもありがとうございました。それでは、中村委員がご欠席ですので、事務局

から、取引市場ワーキングのご報告を簡単にお願いいたします。 

【小笠原コンテンツ振興課長】 それでは、中村委員のペーパーで、申しつかっております事項

について簡単にご報告させていただきます。 

コンテンツの取引市場形成に関するワーキングの開催も１０回を超えておりますが、そこ

における議論の流れ、結論として当面どんなことをやっていったらいいのかについて、３点

ほどにほぼ議論が集約されつつありますので、その内容についてご報告いたします。 

１枚めくっていただきまして、ここは何度かご報告があったところでございますが、我が

国の放送コンテンツの流通状況について、死蔵という言葉をキーワードとして幾つか指摘が

あり、制度によって何らかの解決が図れるかどうかということが論点になりました。 

それにつきましては、例えば流通を阻害している要因は許諾権の存在なのか、許諾権の存

在は阻害要因ではないのではないか、あるいは番組調達に関して、取引に関する慣習が何ら

かの阻害要因になっているのか、といった点について、放送事業者と番組製作者の間の民民

で処理すべきではないか、制度による解決は適当かというようなことについて、議論が行わ

れたわけであります。 

１枚目の下の具体策といったときには、基本的には民間主導、あるいは民間主導によるト

ライアルをトリガーとして、取引市場の形成と書いてありますバーチャルな市場、あるいは

現物市場の形成に取り組んでいくことを基本路線として考えていってはどうかということに

なっております。その具体策として、当面何をやっていったらいいのかということについて

は、最後の２枚になります取引市場データベースということがつけてあります。 

それから、次に、公募トライアルの進捗状況が書いてあります。今日ご出席いただいてい

る番組製作者団体の方々、非常にお忙しいところ取引市場ワーキングにお越しいただき、何

度か意見交換をさせていただきました。最後から２枚目の取引市場データベースに当面取り

組んではどうかということで、今お聞きのとおり、製作者の団体、それから、権利者の団体、

それぞれデータベースの製作に取り組まれているということであります。そして、その情報

の入力についても、それぞれかなりの手間とコストをかけて着手されているわけであります。 

それぞれの個々のデータベースが相互連携して、より一層効率的に使えるシステムづくり、

そういう意味での取引市場データベース、つまり、コンテンツを利用する人が、今、発想と

しては、椎名委員からもご指摘がありましたとおり、例えばゲートウェイにアクセスしたら、

そのコンテンツに関するさまざまな権利情報がさまざまな製作者団体、あるいはさまざまな

権利者団体のデータベースから引っ張ってこられるといった一覧性を持った市場データベー

スの構築に関する実証実験が考えられるのではないか、これが取組の１点目でございます。 

それから、２点目でございますが、ここで書いてあるのは、いわゆる情報のデータベース
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ということで、いわゆる現物のコンテンツの取引市場ということではございません。これに

ついては、例えば海外展開を想定して、現物の取引市場、よく見本市と言われますが、そう

いったことを国内に作るとこともあわせて検討すべきではないか、といったご指摘もござい

ました。 

それから、最後に、一番最後のペーパー、公募トライアルと書いてございます。こういっ

た、いろんな取引市場にコンテンツを出していこう、放送コンテンツを出していこう、それ

については製作資金は自分で調達してでも作りたい、そういった意欲のある製作者の方々に

製作の機会を提供し、より取引機会を活性化させていく。そういった取組が、例えばＡＭＤ

といった民間の取組で今年から始まっているわけでございます。こうした取組については、

引き続き効果検証を行うとともに、取組支援は引き続き考えていってよいのではないか、と

いった点もございました。 

あくまで、途中経過でございますが、取引市場ワーキングの検討状況は以上でございます。 

【村井主査】 ありがとうございます。それでは、質疑に移りますが、お預かりしている時間が

残り２４分ほどになりました。時間配分の関係で、今ご説明いただきました取引市場に関す

る議論をする前に、冒頭で、事務局から報告がありましたフォローアップワーキンググルー

プについて、メンバーの方にも今日お越しいただいておりますので、補足やご意見等を伺い

たいのですが、どなたかいかがでしょうか。田胡委員、どうぞ。 

【田胡委員】 これはお願いなんですが、フォローアップの中で、ダビング１０に関しましては、

４次答申に沿って早期に導入すべく、放送事業者さんといろいろと努力をしてきたわけです。

しかしながら、今回策定したルールでは、放送運用開始日というものが確定しないと、現実

的に受信機に実装できません。また、既存の機器をバージョンアップする計画も立たないと

いうのが現実でございます。 

現在、ダビング１０は６月２日運用開始予定となっておりますので、前回の委員会でも申

し上げましたように、非常に物理的な時間がなくなってきております。従いまして、早急に

運用開始日を改めて早く決定してもらいたいということを、くどいようですが、改めて要望

いたします。以上です。 

【村井主査】 ありがとうございます。中島委員お願いいたします。 

【中島委員】 私も同じ内容になりますが、ぜひご理解いただいて、早く決めていただきたいと

いうことなんですが、具体的にどういうことで今困っているかというのをご説明させていた

だきたいと思います。 

６月２日にダビング１０の放送が開始される。極力今まで売った商品も何とか対応できる

ようにしようと、松下は考えていまして、２００６年の秋に出した機種以降をダビング１０

に対応できるようにしようと取り組んでおります。それの手段がオンエアダウンロードとい
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って、放送の電波を使って、新しいソフトウェアにかえられるような、そういう仕組みを放

送局さんとメーカーと一緒になって作っているわけなんですが、ダビング１０がスタートす

るときからオンエアダウンロードを始めたらいいかというと、お客さんは、電源を入れてい

ないとかいろんな人がいて、いろんなクレームが来るのが予想されますので、ダビング１０

をスタートする１０日前ぐらいから電波を出し続けて、電源が入ったときに必ずバージョン

アップできるような仕組みにしようと思っているんです。 

ところが、実際にそういうことを１０日前から始めますと、今度は始まった途端に、ユー

ザーさんとか消費者の人が、何やこれ、どないなってんねんと、いろいろ質問やクレームが

来ます。ですので、そのダウンロードを始める、そのまた前の１週間～１０日前にユーザー

さんに告知しておく必要がある。また、ユーザーさんからメーカーに直接連絡が来る場合も

ありますけれども、今まで買ったお店に文句を言いに行ったりということも起こるので、お

客さんに告知する前に、流通、お店の方にちゃんと説明して理解してもらうということをし

ないといけない。 

そういうことを考えますと、今、田胡さんから話も出ましたけれども、６月２日にダビン

グ１０の開始する前の３０日前くらい、ある程度時間をいただいてやらないと、大混乱が起

こります。そういう意味で、一日も早く決めていただいて。今の我々の感覚から言うと、連

休明けたぐらい、５月の初めぐらいに大体決まらないと、なかなかメーカーとしては対応し

きれないということはありますので、ぜひご理解いただきたい。 

【村井主査】 どうもありがとうございました。関委員、どうぞ。 

【関委員】 前回もご説明しましたが、多分私が関係者の１人としてお話をしなきゃいけないと

思いますが、その前に、中島委員からのお話で引っかかったのは、６月２日が開始となった

として、その前にダウンロードしてしまったらダビング１０になってしまわないですか？ 

【中島委員】 時刻を入れるので大丈夫です。 

【関委員】 時刻は入れるということですね。そこが確認したかったんです。それから、実は今、

中島委員からもお話ございましたように、メーカーさんも当然のこととして事前周知が必要

ですが、当然、放送事業者もかなり前から周知しなきゃいけないということがありまして、

特に、地上の放送などは一律ダビング１０になりますよというようなことでいいとは思うん

ですが、やっぱりコピーワンスで残る有料事業者さんにとってみたら、特に、多分スカパー！

さんの場合はチャンネルによって違うと思いますので、このチャンネルはダビング１０、こ

のチャンネルはコピーワンスというようなことというのも、かなり前に視聴者の皆さんに周

知することが必要だろうということで、早く決定したいというのは全く同感でございます。 

ただ、この開始期日に関しましては、前回もお話をいたしましたが、放送事業者だけで決

められるものでもございませんし、メーカーさんと放送事業者で一緒になって決めていくこ
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とが事実上のダビング１０の開始になってくるんだろうと思っています。 

ただ、進め方に関しましては、前回１１日の委員会でも申し上げましたけれども、この第

４次答申そのものがこの委員会の委員の合意の上で整理したということから、委員会での説

明と、それから、委員の皆さんの理解を得て進めるべきだというふうに考えておりまして、

そのためにフォローアップワーキングができたと認識しております。そういう意味で、まさ

にその説明する場及び理解を求める場というのは、このフォローアップワーキングだと思っ

ています。フォローアップワーキング、それから、委員会からゴーサインが出た段階で、メ

ーカーさん、放送事業者の間で協議して、最終的にはいつ開始ということに関しては、Ｄｐ

ａの場で決めることになると思いますので、そこで確定したいと考えております。以上です。 

【村井主査】 ありがとうございます。今ご指摘いただきましたように、前回の委員会での議論

もあり、フォローアップワーキングを設定させていただきました。ぜひ現在想定しているタ

イミングに間に合わせるべく、それから、ご指摘があったような幾つかの点について、ベン

ダー側、放送局側もその事前準備が、プロセスとして非常に重要になることをお含みおきい

ただいて、検討を進めていただくようお願いを申し上げます。 

それでは、番組製作者の方々のご報告に対する質疑に移りたいと思います。時間が大分押

しておりますので、まず私から指名させていただきますが、簡潔にお願いします。では、高

橋委員、お願いいたします。 

【高橋委員】 すみません。前に情報通信の会議をやっておりまして、遅参いたしまして、状況

がちょっとよくわからないのですが、番組製作者の方々のお話、途中からお伺いしましたけ

れども、地域からの映像一揆とか、映像コンテンツの取引市場とか、間接的な働きかけが始

まっていることが理解できました。とはいえ、取引市場が成熟するにはまだまだハードルが

あるのだと思います。中村先生はかねてより、民民、民間主導とおっしゃいまして、私のほ

うは、あまり時間がかかるのも望ましくないし、途中で時間がたってからうまくいかなかっ

たというふうに言われても困るので、この場で報告をしてくださいと求めた立場なんですが、

今後とも引き続き進捗状況の報告を待ちたいと思います。その辺のスピード感が非常に大事

だと思っております。ですので、うまく進まない場合には、以前から申し上げていますよう

に、制度の解決も選択肢から外れているわけではありませんので、その辺きめ細かくご報告

いただけたらと思います。 

【村井主査】 ありがとうございます。長田委員、お願いします。 

【長田委員】 私の職場でも、この間ウェブ上の映像教材を作りまして、アップしたばかりなん

ですけれども、その製作過程にずっとつき合っておりましたら、作品は１本１２～３分のも

のが５本なんですけれども、どれだけ撮ったか、１０倍も２０倍も撮った上で、それを削っ

て削って作品にしました。先ほどのお話を伺っていて、その使わなかった素材も非常に意味
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があるだろうなと。私自身も今持っている素材であと何本も番組がつくれるかなと思うぐら

いですので、一つ一つの作品を取引市場に乗せていくとともに、その素材の有効活用という

のは非常に大きいと思います。放送局との関係をぜひすっきりとさせて、そういうものが有

効に活用されていけばいいなと思いました。 

それから、ここでこんなことを伺うのも恐縮なんですけれども、取引市場の議論を何回か

しているかと思うんですけれども、制度的エンフォースメントのほうの進み具合も少し考え

ていただきながら、次の総会に向けて議論を進めていただきたいなと思っております。 

【村井主査】 わかりました。制度的なエンフォースメントに関する議論をきちんと進めるよう

にご指示を頂いたということだと思います。きちんとアジェンダに入っていると思いますが、

ご指摘ありがとうございました。それでは、河村委員、お願いいたします。 

【河村委員】 中村委員の資料の中に、番組調達はあくまで民民で処理すべきではないかという

ような問いかけがあり、民じゃないところが関与したようなルールは要らないのではないか

という問いかけではないかと思ったんですが。民民というのは一見きれいな言葉のようです

けれども、今日の寺島さんの発表を聞いていましても、それを民民で解決できないようなア

ンフェアな状態、優越的な地位とそうじゃない立場から来るアンフェアなビジネス形態が現

にあるということだと思います。そうだとしたら、放送局は著作権を持ってはいけないとか

何パーセントではなくてはいけないというような強制的なルールの検討に先がけて、以前フ

ジテレビさんが出された資料で、プロダクションが著作権が欲しいといった場合、それを持

つ権利があるような作り方であるならば当然著作権を渡しているとご説明がありましたが、

最低限、その言葉どおりになることを保証するようなルールが必要なのではないかと思いま

す。現状はその言葉どおりではないということが寺島さんなどの発表から窺えます。著作権

を欲しいと言ったら、次からそのプロダクションを使わないというようなことをしてはなら

ないというようなルールは、最低限入れないと前に進めないのではないかと思いました。 

【村井主査】 ありがとうございます。椎名委員、お願いします。 

【椎名委員】 番組製作者の方々のお話、ワーキンググループ含めて何回も聞かせていただいて、

今日のお話の中にあった労働基盤の強化という、かなりど真ん中の課題を抱えながらも、そ

うやって、リスクとコストをとって、二次利用への道を切り開こうとされているというのは

ほんとうに敬意を表したいし、やっぱり番組を流して利益を得ることを考える以上、リスク

を負担することは当たり前であって、散々、権利制限の話をあちこちに持ち込んでおきなが

ら、いざ、リスクとコストの話になると、以下同文ということで、もう繰り返しませんけれ

ども、番組製作者の方々が構想されている部分がこの取引市場データベースの中で、僕らが

考えているようなところとうまく組み合わさって、有機的に行ければと考えています。 

それから、ネット権の話ですね。すごいことを最近書いてありまして、報道で見たんです
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が、何かとうるさいアイドルタレント事務所や有名作家の遺族たちの意向に構うことなく、

自由に番組をネット上に配信できるようになるというふうに書いてありました。すごいです

ね。こんな筋の悪い構想が今、クローズアップされ始めちゃっていることが不思議でならな

いんですね。ネットに流れないのは、まずは通信事業者がみずからリスクを負担しないから

であって、この委員会でも権利処理の煩雑さから出発して、じゃあ、実演家のせいなのか、

放送事業者のせいなのかと順に検証していった結果、行き着くところはネットからのリター

ンがないこと、つまり、権利処理が煩雑なんじゃなくて、売り手と買い手の相場観が食い違

っている、ディールが成立しないということがはっきりしたんだと思うんですね。 

そのネット権のホームページを見ると、あろうことか、権利者もきっと気に入ってくれる

と思うと書いてあるんですね。気に入りません、はっきり言って。こういう因縁のつけ方は

ほんとうにやめてほしいんですね。少なくともこの検討委員会での議論を知る方々は、どう

かこんなアイデアにはコミットしないでいただきたいと心からお願い申し上げます。 

【村井主査】 ありがとうございます。佐藤委員、お願いいたします。 

【佐藤委員】 すみません。今の椎名委員の発言で、私も勇気がわいてきたんですけれども、ま

さにそのとおりなんですが、今回の特にデータベース構築の実験について、感想を言わせて

いただきます。やはりコンテンツの流通を、基本、現状では相対で取引関係を作るというの

が主流になっていると思うんですけれども、やはり売り手と買い手がそれぞれを相対で認識

できないケースで、そこでもコンテンツを活発に流通させていこうというようなケースにつ

きましては、やはりデータベースによるマーケット開発はそれなりに有効なんだろうなと考

えていまして、今回の取引市場データベースの作り方みたいなものが、基本的に製作者ある

いは製作会社さんがそれぞれ独自のやり方でやってらっしゃる情報管理の作品データベース

を、データベース間を結びつけるゲートウェイ機能ということで絞り込んでいるところが、

かなりリアリスティックなものになっているなという気がしておりまして、実験といえども、

将来に向けたかなり拡張性の高い要素を含んでいるなと考えております。 

寺島さんのお話、そして、河村さんがおっしゃったことがまさに正しいと思うんですが、

やはり製作会社さんの製作行為と権利の帰属について、いかにフェアに考えていくかという

ことが非常に要になっているんだなということは放送事業者として認識しているところだと

申し上げたいと思います。 

【村井主査】 元橋オブザーバー、お願いします。 

【元橋オブザーバー】 今日番組制作事業者さんのいろんなデータベースの取組を伺っていて、

非常に意欲的だと感じた点が２つございます。 

１つは、Ｐ２Ｐのネットワークを使って素材交換をしようという試みについてです。Ｐ２

Ｐというと、どうしても何かイリーガルコンテンツの流通みたいな話が先に立ってしまうこ



 

-19-

とがあるんですが、私は、もっと積極的にとらえるべきだろうというふうに思っていて、ち

ゃんとマネージされたＰ２Ｐのネットワークの中で、コンテンツの流通に積極的に取り組ん

でいくというのは、私どもも見習っていくべきだろうし、非常に意欲的な取組だということ

で注目をしたいと思います。 

それからもう一つは、メタデータについてです。私どももいろいろな番組のデータベース

を作ったり、これからネットでＶＯＤサービスをやっていくという中で、メタデータは不可

欠なものだと考えていますが、やはり制作時点、取材時点からそういう権利情報やそれぞれ

のカットがどういう映像であるかという内容説明の情報などを管理するというのは結構大変

です。ここをいかに効率的に、しかも、使いやすく作っていけるかというのは、インターネ

ットだけではないですが、コンテンツ流通を促進するために非常に大事なポイントで、我々

制作者、放送事業者だけではなくて、いろんな機器ベンダーさんとか、ソフトベンダーさん

も含めて、議論すべきキーポイントになると思っています。そういう意味でも、これもぜひ

うまくいってほしいと思いました。 

それから、寺島さんのお話で、いろいろ厳しいご指摘をいただいている部分もございます

が、一方で、まさに私どもの衛星放送で、寺島さんのところでつくっていただいた番組で、

放送もその後の二次展開も非常にうまくいっている例もございます。そのように、制作会社

さんにとっていい話で、かつ放送事業者にとっても、私どもの場合でいえば公共放送の評価

を高めることにとても役に立った番組というのもいっぱいございますので、ぜひそういう点

もあるということも踏まえて、皆さんの認識にしていただきたいと思います。 

【村井主査】 ありがとうございます。岸上委員、お願いします。 

【岸上委員】 ＮＴＴの岸上です。基本的には私も、今、元橋オブザーバーのおっしゃったとこ

ろに同じようなことを感じていまして、特にメタデータに関しましては、１９９９年ぐらい

からいろいろなところにかかわってきました。もともと権利のメタデータを目指そうとした

コンテンツＩＤフォーラムや、あるいはグローバルなＤＶＤに対応するそのベースになった

ＭＰＥＧ２、ＭＰＥＧ４・７あたりのメタデータの扱い、SMPTEでのいろんなメタデータ、

それから、先ほどＶ／Ｍｅｔａのベースにというふうに書いていただきましたＪ／Ｍｅｔａ

にもかかわらせていただきまして、やはりこの辺は重要ですが、なかなか時間がかかるんだ

なと。もう既に８年、９年たっているということで、技術的には大分使えるものになってき

たと思うんですけれども、早くそれがビジネスとしてそれが役に立つようにということで、

通信事業者のほうとしてもリスクをとらないわけでは決してございません。 

特にＮＴＴグループとして、この春から、ＮＧＮを使った形でのＩＰＴＶなどもようやく

始めることができまして、そこでやはり一番重要なのは、コンテンツをリスペクトした上で

の多様なメディアの提供を我々ができればというふうに思っております。引き続きその枠組
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みをこの委員会で決められたものをベースに我々も、ブロードバンドでも、できるだけ早く

新たなメディアとして、コンテンツを流通できるように、通信事業者なりに努力していきた

いというふうには思っております。以上です。 

【村井主査】 ありがとうございます。吉川オブザーバー、お願いいたします。 

【吉川オブザーバー】 私もこの会議、ずっと参加させていただきまして、ただ、ポイントとし

ては１点だけ、市場の拡大に資するかどうか、それだけを考えて発言をさせていただきまし

たし、検討もさせていただいております。そういう意味で、我々としては、マーケットでか

ぶらないように、例えば海外という市場に関して、ほんとうにそれが有効かどうかというふ

うなところとかというものを重点的に考えております。 

今回そのゲートウェイ方式という形でも、そういうふうな形で、データが、先ほど佐藤委

員が言われたように、相対取引を補完する形でできるのであれば、それはとても歓迎するこ

とでございますし、また、椎名委員が著作権の許諾権を前提にした上でも、きちっとそれが

迅速に処理できるようなデータベースをきちっと整備されるということは、非常に有効なこ

とじゃないかなと思います。そういう意味では、かなりいい方向に進んでいるのではないか

というふうに感じております。 

【村井主査】 ありがとうございます。その他に何かご意見はございますでしょうか。 

いろいろなご意見もまだあると思いますので、どうぞ事務局にお伝えください。ご報告い

ただいたオブザーバーの方、どうもありがとうございました。 

本日、番組製作事業者の方、それから、権利者の方々に来ていただきまして、取引市場デ

ータベースの構築に関するご報告を伺いました。また、コンテンツ市場、取引市場の取りま

とめの方向性についてもワーキングからご報告いただきました。そして、今日もいろいろな

ご意見をいただきましたので、それを踏まえ、ワーキンググループでさらに取りまとめの方

向性を掘り下げていただいて、当委員会に報告をしていただければと思います。 

また、長田委員からご指摘がありました制度的エンフォースメントのこと、それから、冒

頭のご報告にありましたフォローアップのワーキンググループ、またそれぞれ関連事項の取

りまとめに向けての迅速なご協力をぜひお願いいたします。 

また、ご意見や進め方、情報なども事務局にお伝えいただければと思います。何か事務局

からございますか。 

【小笠原コンテンツ振興課長】 次回以降は、５月１３日と２７日で、これからご相談させてい

ただこうと思いますので、よろしくお願いします。 

【村井主査】 それでは、今日の会議は以上でございます。どうもありがとうございました。 

 

以上 


